
平成 27 年 3 月 31 日時点 
 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 東大阪市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人大阪府社会福祉協議会(大阪後見支援センター) 

      社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人養成研修の実施 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●基礎講習 

（目的） 

 成年後見制度や後見人の職務、対象者等について基礎的な理念・知識につ

いて学び、実務講習への基礎を固めること。 

（ 26年度の実績） 

 11名が受講 

●実務講習（施設実習を含む） 

（目的） 

市民後見人を目指して登録をしていただく前に、講義と演習を通じて市民

後見人として必要な知識や技術を習得し、市民後見活動に関する理解を深め

ること。 

（ 26年度の実績） 

 4名が受講。1名途中辞退。 

●バンク登録者面接・登録 

（26年度） 

 3名が登録。 

 

 

 

事業 

スケジュール 

( 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成26年6月～7月 オリエンテーションの開催（参加者：44名） 

  

 

 

      7月24日 第1回選考委員会 

       8月2日 基礎講習（①8/2 ②8/23 ③9/6 ④10/4） 

10月4日 第2回選考委員会 

11月 8日 実務講習開始 受講者4名。1名途中辞退。 

 

      3月7日 

3月28日 

バンク登録者面接 

修了式 
 

備      考 添付資料① オリエンテーション募集チラシ 

①豊中田市内(6/16)  ②高槻市内(6/20) 

③羽曳野市内(6/26)  ④岸和田市内(6/28) 

 ⑤東大阪市内(6/28)  ⑥大阪市内(7/5) 

 ①11/8 ②11/15 ③12/6 ④12/13 ⑤1/17 

 ⑥1/31 ⑦2/14 ⑧2/28 ⑨3/7 



平成 27 年 3 月 31 日時点 
 

 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 東大阪市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人大阪府社会福祉協議会（大阪後見支援センター） 

委託内容：市民後見人活動支援体制の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

●受任調整会議・企画会議の開催 

（目的） 

 家裁から推薦依頼を受けた被後見人（候補者）に対して、適切な市民後見

人（候補者）をバンク登録者の中から推薦できるよう、専門職の意見をふま

えて会議で調整する。  

市民後見推進事業全体の企画、進捗状況について検討する。 

 

 ○受任調整会議 

・13回開催 ①4/24 ②5/22 ③6/26 ④7/24 (臨時)8/19 ⑤8/28 

      ⑥9/25 ⑦10/23 ⑧11/27 ⑨12/25 ⑩1/22 ⑪2/26 ⑫3/26 

・⑥8/29、⑦9/25にケースの受任調整を行う 

  ・4名を家庭裁判所へ推薦 うち、審判確定は1名 

平成27年3月31日現在、1名が市民後見活動（延べ1名0名終了） 

 ○企画会議 

   平成26年度及び平成27年度の事業実施についての企画・検討を行な

った。 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

受任調整会議・企画会議は、毎月第４木曜日に開催 

 

 

備      考 

 

添付資料② 受任調整会議参加回次第 



平成 27 年 3 月 31 日時点 
 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 東大阪市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人大阪府社会福祉協議会（大阪後見支援センター） 

     社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人バンク登録者・受任者研修の実施、専門相談の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【登録者研修の目的】 

バンク登録してもすぐに受任できるとは限らない。年８回程度の継続研修

を行うことにより、いつでも受任できる体制を整え必要な知識・技術の習得

を深めるとともに、バンク登録者のモチベーションの維持、向上を図る。 

【登録者研修の実績】 

○第1回…H26.5.17（土） 

・本人の側に立つことの意味 

 ～対人援助の基本と後見活動～ 

○第2回…H26.6.21（土）  

・マニュアル説明 

○第3回…H26.7.26（土） 

・事例報告・検討会 高槻市事例 

○第4回…H26.9.20（土） 

・講義「ケアマネジメントとケア

プランについて知る」 

○第5回…H26.10.18（土） 

・事例報告・検討会 大阪市事例 

○第6回…H26.12.25（木） 

・講演「成年後見制度を取り巻く

動向と専門職後見人の活動」 

・パネルディスカッション 

 「市民後見人の意義と大阪の取

り組み」 

○第7回…H27.1.24（土） 

・事例報告・検討会 岸和田市事例 

○第8回…H27.3.6（土） 

・基幹型地域包括支援センター 

との交流 

【専門相談の目的】 

家庭裁判所への報告内容の確認とともに、市民後見人の後見活動の方針・

方向性を、市民後見人、市町村・社協等のサポート機関、専門職で共有し、

活動の経過で発生するもろもろの事案に対し、適切に対応することにより、

市民後見人が後見業務を行う上での不安や悩みを解消し、その活動を適切且

つ円滑に行うことができるよう支援する。 

【専門相談の実績】 

・期間 平成26年12月17日（水）～平成27年3月31日(火） 

・実施回数 3回  ・延実施案件 1件（1ケース） 

内訳：（定期相談）①審判確定直後1件 ②１ヵ月目の家裁報告前1件 

③3ヵ月目 1件 ④6ヵ月目 0件 （随時相談）1件 

 

備      考 

 

 



平成 27 年 3 月 31 日時点 
 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 東大阪市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人大阪府社会福祉協議会（大阪後見支援センター） 

     社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人養成オリエンテーション 

     市民後見推進事業啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

域内の住民に対し、市民後見推進事業の普及・啓発を図るための広報活動

を行った。 

（目的） 

成年後見制度、市民後見人、権利擁護活動に関心のある市民をより多く参

加いただき、以後の講座につなげる。 

（実績） 

平成26年6月1日発行の東大阪市政だよりに記事を掲載。 

 

○オリエンテーションの参加者 

日     程 開  催  地 参加者数 

H26.6.16(月) 豊中市内 52名 

H26.6.20(水) 高槻市内 31名 

H26.6.26(金) 羽曳野市内 36名 

H26.6.28(土) 東大阪市内 95名 

H26.6.28(土) 岸和田市内 93名 

H26.7. 5(土) 大阪市内 32名 

合  計 ６か所 339名 

上記のうち、東大阪市からの参加者は計44名。 

※オリエンテーションは大阪府社協において主催。 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

平成27年2月5日 講演会「成年後見制度における市民後見人の役割」開催 

平成27年3月21日 市民後見人・成年後見制度啓発シンポジウム開催 

 

備      考 

 

添付資料③ 講演会「成年後見制度における市民後見人の役割」次第 

添付資料④ 市政だより広報(オリエンテーション) 

 

  














